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はじめに

国土交通省では，毎年，全国の元請業者に対し

て，下請契約の締結状況や下請代金の支払状況等

の実態を把握するとともに，元請・下請関係の適

正化についての指導等に活用することを目的とし

て，下請代金支払状況等実態調査を実施している

ところである。

書面調査の結果から，改善が必要な場合には個

別業者に対して，書面での改善指導を行うととも

に，国土交通大臣許可の建設業者約３００社を対象

に立入調査を行い，直接改善指導を行うなど，元

請・下請関係の適正化を積極的に推進することと

している。

今般，平成１８年度下請代金支払状況等実態調査

書面調査結果を取りまとめたので，その概要を紹

介するとともに，あわせて，元請・下請関係の適

正化のために遵守すべき事項等を紹介する。

調査の概要

! 下請代金支払状況等実態調査（特定建設業

許可業者対象）

! 調査の目的

特定建設業許可業者の下請業者に対する代金支

払や請負代金の決定など下請代金支払状況等の実

態を把握するとともに，元請・下請関係の適正化

についての指導等に活用することを目的とする。

" 調査の対象

国土交通大臣および各都道府県知事の許可に係

る特定建設業許可業者（平成１８年３月末現在約

５０，０００業者）から許可行政庁別業者数および企業

規模に応じて無作為抽出した５，０００業者を対象と

した。

〈５，０００業者の内訳〉

資本金１億円超の国土交通大臣許可業者

１，０００社

資本金１億円以下の国土交通大臣許可業者

２，０００社

都道府県知事許可業者 ２，０００社

合 計 ５，０００社

なお，平成１７年度国土交通省直轄工事等におけ

る低入札価格調査対象業者の中から特定建設業者

５００社を抽出して本調査の対象としている。

# 調査実施期間 平成１８年７月～８月

$ 集計・分析 有効回答を得た３，８０５事業所

について集計，分析を実施。

% 調査項目 下請契約の内容，下請代金の支

払状況他

" 下請代金受取状況等実態調査（１次下請業

者対象反面調査）

! 調査の目的

特定建設業許可業者と取引のある１次下請業者

平成１８年度下請代金支払状況等
実態調査書面調査結果について

国土交通省総合政策局建設業課
まえかわ たけし

構造改善係長 前川 健
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支払調査�

国�

現場・営業所�
（一般許可）�

1,000社�

受取調査�

１次下請　1,200社�

（特定許可）�
5,000社�

下請代金支払状況等実態調査の概要�

○全国の特定建設業許可業者（5,000社）を対象として，下請契約締結状況や下請代金支払状況等の実態を調査�
○あわせて，当該業者と取引関係のある下請業者（1,200社）に対して反面調査を実施�
○本年度より大臣許可業者のうち一般建設業許可のみを取得している業者（1,000社）を対象に支払状況等を調査�
○詳細な調査が必要なものについては，さらに，立入調査を実施（平成17年度：306件）�
○調査結果に応じて個別業者に対して改善指導するとともに，必要な場合は文書により勧告（平成17年度：162件）�

元請・下請間で回答が異なる案件を中心に立入調査�
約300社�
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の下請代金受取状況等の実態を把握するととも

に，元請・下請関係の適正化についての指導等に

活用することを目的とする。

" 調査の対象

下請代金支払状況等実態調査対象業者のうち，

国土交通大臣許可の特定建設業許可業者で資本金

が１億円を超える業者の中から４００業者を無作為

抽出し，当該元請業者と取引のある下請業者それ

ぞれ３業者（４００×３＝１，２００業者）を対象とし

た。

# 調査実施期間 平成１８年８月～９月

$ 集計・分析 有効回答を得た８０７事業所に

ついて集計，分析を実施。

% 調査項目 請負契約の内容，下請代金の受

取状況他

! 下請代金支払状況等実態調査（一般建設業

許可業者対象）

! 調査の目的

一般建設業許可業者の下請業者に対する代金支

払や請負代金の決定など下請代金支払状況等の実

態を把握するとともに，元請・下請関係の適正化

についての指導等に活用することを目的とする。

" 調査の対象

国土交通大臣許可業者のうち一般建設業許可の

みを取得している業者（平成１８年３月末現在約

４，０００業者）から許可行政庁別業者数および企業

規模に応じて無作為抽出した１，０００業者を対象と

した。

# 調査実施期間 平成１８年７月～８月

$ 集計・分析 有効回答を得た５３６事業所に

ついて集計，分析を実施。

% 調査項目 請負契約の内容，下請代金の支

払状況他

下請代金支払状況等実態調査 調査結
果（抜粋）（特定建設業許可業者対象）

○下請代金の決定方法

・見積書に基づき協議により決定

（支払調査）９７．１％ （受取調査）９７．２％

・自社単独で決定 （支）２．９％ （受）２．８％

○契約締結の方法

・何らかの形で契約書を用いている

（支）８６．４％ （受）８８．２％

・注文書・請書の交換・送付

（支）１２．９％ （受）１１．５％

・メモ又は口頭 （支）０．７％ （受）０．３％

○引渡しの申し出から支払までの期間（公共工

事）

・５０日以内 （支）９７．９％ （受）９４．９％

・５０日を超える （支）２．１％ （受）５．１％
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○支払方法（公共工事・労務）

・全額現金 （支）９５．９％ （受）６９．３％

・全額手形 （支）０．１％ （受）１．２％

・現金と手形の併用（支）４．１％ （受）２９．５％

○支払方法（公共工事・材工一式）

・全額現金 （支）４５．２％ （受）３４．３％

・全額手形 （支）０．７％ （受）１．９％

・現金と手形の併用

（支）５４．１％ （受）６３．８％

○手形期間（公共工事・労務）

・１２０日以内 （支）９６．２％ （受）９３．９％

・１２０日を超える （支）３．８％ （受）６．１％

元請下請関係の適正化のために
遵守すべき事項

! 見積りについて

・下請代金の設定については，施工責任範囲，施

工条件等を反映した合理的なものとすることと

し，見積依頼書の提示および適正な見積期間の

設定，明確な経費内訳による見積書の提出，そ

れらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹

底すること。

・下請代金の見積りに当たっては，賃金等に加え

て必要な諸経費を適正に考慮すること。

・見積条件の明確化については，建設生産システ

ム合理化推進協議会から『総合工事業者・専門

工事業者間における工事見積条件の明確化につ

いて―「施工条件・範囲リスト」（標準モデル）

の作成―』の申合せがなされているので参考に

すること。

" 契約について

・建設工事の開始に先立って，建設工事標準下請

契約約款またはこれに準拠した内容を持つ契約

書により，適正な工期および工程の設定を含む

契約を締結すること。

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」の対象工事の場合は，解体工事に要する費

用，再資源化等に要する費用，分別解体等の方

法，再資源化等をするための施設の名称および

所在地について書面に記載すること。

・工事内容に変更が生じ，工期または請負代金を

変更する必要があるときは，双方の協議等の適

正な手順により書面による契約をもってこれを

変更すること。

# 前払金について

・元請業者が前払金の支払を受けたときは，下請

業者に対して資材の購入，建設労働者の募集そ

の他当該前払金に係る下請工事の着手に必要な

費用を前払金として支払うこと。

・公共工事においては，発注者からの前金払は現

金でなされるので，企業の規模にかかわらず，

前金払制度の趣旨を踏まえ，下請業者に対して

相応する額を速やかに現金で前金払するよう十

分配慮すること。

・公共工事にかかる前払金については，下請業者

の請求により下請業者の口座へ振込が可能なの

で，この旨を下請業者に対して周知するととも

に，保証事業会社と保証契約を締結した元請業

者においては，この方式により下請業者に対し

て前金払を行うよう努めること。

$ 検査および引渡しについて

・下請業者から建設工事が完成した旨の通知を受

けたときは，当該通知を受けた日から２０日以内

で，かつ，できる限り短い期間内に検査を完了

すること。

・検査によって建設工事の完成を確認した後，下

請業者からの申し出があったときは，直ちに当

該建設工事の目的物の引渡しを受けること。

% 支払期日について

・下請契約における代金の支払は，請求書提出締

切日から支払日（手形の場合は手形振出日）ま

での期間をできる限り短くすること。

・注文者から部分払（出来高払）や完成払を受け

た時は，出来形に対して注文者から支払を受け

た金額の割合に相応する下請代金を，当該支払

を受けた日から一月以内で，かつ，できる限り

短い期間内に支払うこと。

・特定建設業者においては，注文者から支払を受

けたか否かにかかわらず，建設工事の完成検査

終了後，下請業者からの工事目的物の引渡しの
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申出の日から５０日を経過する日以前で，かつで

きるだけ短い期間内において支払期日を定める

こととしているが，５０日というのはあくまで上

限の日数であるので，できる限り短くするよう

留意すること。

! 支払方法について

・下請契約における代金の支払は，できる限り現

金払とし，現金払と手形払を併用する場合であ

っても，支払代金に占める現金の比率を高める

とともに，少なくとも労務費相当分について

は，現金払とすること。

・公共工事における完成払等発注者から現金によ

る支払があったときは，下請業者に対して相応

する額を速やかに現金で支払うよう配慮するこ

と。

" 手形期間について

・手形期間は，１２０日以内でできる限り短い期間

とすること。

・特定建設業者については，一般の金融機関によ

る割引を受けることが困難であると認められる

手形を交付しないこと。

# 下請業者への配慮について

・元請業者は，下請業者の倒産，資金繰りの悪化

等により，下請契約における関係者に対し，建

設工事の施工に係る請負代金，賃金の不払等，

不測の損害を与えることのないよう十分配慮す

ること。

・公共工事や一定の民間工事については，「下請

セーフティーネット債務保証事業」による資金

調達も可能となっており，その活用による下請

業者への支払の適正化に配慮すること。

$ 施工体制台帳について

・公共工事の入札および契約の適正化の促進に関

する法律において，公共工事の受注者による施

工体制台帳写しの発注者への提出が義務付けら

れたところであり，さらに，平成１３年１０月１日

以降に契約された公共工事に係る施工体制台帳

については，二次以下の下請契約についても請

負代金の額を明示した請負契約書を添付するこ

ととしたので，徹底を図ること。

% 関係者への配慮について

・資材業者，建設機械または仮設機材の賃貸業

者，警備業者，運送事業者等に対しても上記!

から"までの事項に準じた配慮をすること。

おわりに

元請・下請間における取引については，徐々に

改善しているものの，書面による下請契約が行わ

れていない例や前払金や労務費相当分などの必要

な資金についても下請業者に対して適正に支払わ

れていない例のほか，元請業者によるいわゆる

「指値」による発注が多く見られるなど，依然と

してその改善が遅れている状況が見受けられる。

特に，下請契約の内容を変更する場合，当該変更

部分の建設工事の開始に先立って書面による契約

が行われていない例が多く見られる。

最近の厳しい建設産業の経営環境の中で，とり

わけ元請・下請取引の適正化が従来にも増して強

く求められており，また，それが上位下請と下位

下請の取引にも大きな影響を与えている。

また，平成１８年に入ってからは，国・地方公共

団体発注の公共工事における極端な低価格による

受注が著しく増加している。いわゆるダンピング

受注は，建設生産物の品質に支障を及ぼす恐れが

あるとともに，安全対策の不徹底，下請業者や建

設労働者へのしわ寄せ等を招き，建設産業の健全

な発展を阻害する恐れがある。このため，国土交

通省ではダンピング防止対策として，発注者とし

ての対策に加えて，建設業法に基づく立入調査を

強化し，契約の締結状況や下請代金の支払状況等

について，より詳細な実態把握を行っているとこ

ろである。

各企業，建設業者団体，行政の関係各位におか

れては，関係法令や通達，指針等を遵守し，元請・

下請取引の適正化に努められるよう，より一層の

ご理解とご協力をお願いする次第である。

○調査結果の詳細は下記URLに掲載している。

http : //www.mlit .go . jp/sogoseisaku/const/

kengyo/motoshita.htm
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